
 

 

 

富里市 記 者 会 見 資 料 

令 和 ６ 年 ２ 月 １ ５ 日 

 
   

中学生の学校給食費無償化を実現!! 

～～ 子育て世帯を応援します！ ～～ 

 

 

 

 

 

１ 開始時期   令和６年４月分から（予定） 

 

２ 対 象 者   市立中学校  生徒１，１１７名(見込み)の保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現行の市立小・中学校に通う第３子以降の学校給食費無償化に加え、新たに、   

本市の独自支援策として、経済的負担が大きくなる中学生を対象とした無償化を

実現し、子育て世帯の経済的負担軽減を図ります。 

問合せ先 
担 当 教育部学校教育課学校給食ｾﾝﾀｰ業務班  
担当者 小川、高橋 
電 話 ０４７６－９３－２５５０【直通】 
ＦＡＸ ０４７６－９３－２５７２ 
メール gakkyou-edu＠city.tomisato.lg.jp 

～心ひとつに 未来に向かって飛び立つ 躍動のとみさと～ 

 

［参考］第３子以降の小学校児童・無償化要件 

３人以上の子を扶養し、第３子以降の子が市立小学校で学校給食の提供を受け、次の 

要件を満たす保護者 

〇対象児童と同一生計で、原則として市内に住所を有する。 

〇学校給食費の滞納がない。 

〇生活保護制度等で学校給食費の公的な支援を受けていない。 

※第３子以降の小学校児童・無償化は、従来どおり無償化申請が必要 
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